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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線画像取得のために患者を位置付けするＸ線撮像誘導システムであって、当該Ｘ線撮
像誘導システムは：
　Ｘ線検出装置と；
　調整可能なグラフィカル位置情報と；を含んでおり、
　前記グラフィカル位置情報は、少なくとも標的の解剖学的構造のグラフィック表現を含
み、標的のグラフィカル位置情報は、前記Ｘ線検出装置との空間的関係で提供され、
　前記標的の解剖学的構造のグラフィック表現は、決定されたＸ線画像取得について患者
のそれぞれの解剖学的構造の標的位置を示しており、
　前記グラフィカル位置情報は、前記決定されたＸ線画像取得を行うために適合される、
　Ｘ線撮像誘導システム。
【請求項２】
　可視光を投影する投影装置が提供されており、
　前記標的の解剖学的構造のグラフィック表現は、投影方向における可視光の投影として
前記検出装置に向けて提供される、
　請求項１に記載のＸ線撮像誘導システム。
【請求項３】
　前記グラフィカル位置情報は、前記Ｘ線検出装置の所定の領域を示す標的インジケータ
を含み、
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　前記標的の解剖学的構造のグラフィック表現及び前記標的インジケータは、所定の空間
的関係で提供される、
　請求項２に記載のＸ線撮像誘導システム。
【請求項４】
　患者位置付け装置が、患者の動きを検出するために提供されており、
　前記標的の解剖学的構造のグラフィック表現は、患者の動きにリンク付けされており、
　標的インジケータが、前記Ｘ線検出装置の所定の領域を示すために提供されており、
　前記標的の解剖学的構造のグラフィック表現及び前記標的インジケータは、相互に関連
する前記Ｘ線検出装置及び前記患者自身のそれぞれの動きを通じて決定された空間的関係
に持ち込むことができる、
　請求項２又は３に記載のＸ線撮像誘導システム。
【請求項５】
　前記Ｘ線検出装置は、Ｘ線画像取得中に放射ビームに位置するように配置された可視表
面を含み、
　前記グラフィカル位置情報が、前記可視表面上に提供されており、
　前記可視表面は、ｉ）検出器カバー、ｉｉ）患者支持面、及びｉｉｉ）患者当接面のグ
ループの少なくとも１つに提供される、
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載のＸ線撮像誘導システム。
【請求項６】
　前記可視表面は、適応型ディスプレイ面を含む、
　請求項５に記載のＸ線撮像誘導システム。
【請求項７】
　前記適応型ディスプレイ面には、電子ペーパーコーティング構造が設けられている、
　請求項６に記載のＸ線撮像誘導システム。
【請求項８】
　前記適応型ディスプレイ面は、発光しており、
　少なくとも１つの発光素子を含む発光層が、フォトダイオード検出層の前方に配置され
る、
　請求項６に記載のＸ線撮像誘導システム。
【請求項９】
　前記適応型ディスプレイ面は、発光しており、
　発光素子及びフォトダイオード検出素子が、混合層としてインターレースパターンで配
置されている、
　請求項６に記載のＸ線撮像誘導システム。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの発光素子は、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）として提供される
、
　請求項８又は９に記載のＸ線撮像誘導システム。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの発光素子は、前記検出装置のシンチレータをリセットするリセッ
ト光源として提供される、
　請求項８乃至１０のいずれか一項に記載のＸ線撮像誘導システム。
【請求項１２】
　前記グラフィカル位置情報は、前記決定されたＸ線画像取得に関連する命令を含んでお
り、
　前記命令は、ユーザとの相互作用のために提供されており、
　前記可視表面は、前記命令に基づいてフィードバックを入力するためにユーザによって
起動される領域又は部分を含む、
　請求項５乃至１１のいずれか一項に記載のＸ線撮像誘導システム。
【請求項１３】
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　前記グラフィカル位置情報は、Ｘ線撮像手順の間で維持される、
　請求項１乃至１２のいずれか一項に記載のＸ線撮像誘導システム。
【請求項１４】
　Ｘ線撮像システムであって、当該Ｘ線撮像システムは：
　Ｘ線源と；
　請求項１乃至１３のいずれか一項に記載の誘導システムと；を有しており、
　前記Ｘ線源は、検出装置に向けてＸ線ビームを放射するように構成されており、
　グラフィカル位置情報は、前記Ｘ線源とＸ線画像取得のための前記検出装置との間で患
者の関心領域の位置付けを誘導するために提供される、
　Ｘ線撮像システム。
【請求項１５】
　Ｘ線画像取得のために患者の関心領域の位置付けを誘導する方法であって、当該方法は
、
　ａ）調整可能なグラフィカル位置情報を提供するステップであって、前記グラフィカル
位置情報は、少なくとも標的の解剖学的構造のグラフィック表現を含む、提供するステッ
プと；
　ｂ）標的のグラフィカル位置情報をＸ線検出装置との空間的関係で表示するステップで
あって、前記標的の解剖学的構造のグラフィック表現は、決定されたＸ線画像取得のため
に患者のそれぞれの解剖学的構造の標的位置を示す、表示するステップと；を含み、
　前記グラフィカル位置情報は、前記決定されたＸ線画像取得を行うために適合される、
　方法。
【請求項１６】
　前記ステップｂ）において、前記標的の解剖学的構造のグラフィック表現は、投影方向
における可視光の投影として前記検出装置に向けて提供される、
　請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　ステップｂ）において、前記グラフィカル位置情報は、適応型ディスプレイ面によって
前記Ｘ線検出装置の可視表面に提供される、
　請求項１５又は１６に記載の方法。
【請求項１８】
　被写体を位置付けするステップの後で、実視野は、
　調整可能な発光ディスプレイ面によって提供される光の反射強度、又は
　投影装置からの可視光の投影、
　を検出するステップによって決定される、
　請求項１６又は１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記決定された実視野は、前記グラフィカル位置情報を適合させるために使用され、
　更新された標的の解剖学的構造のグラフィック表現は、ステップａ）及びｂ）において
提供され且つ表示される、
　請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　処理ユニットによって実行された場合に、請求項１５乃至１９のいずれか一項に記載の
方法を実行するように適合されている、
　請求項１乃至１４のいずれか一項に記載の装置を制御するためのコンピュータプログラ
ム。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のプログラムを記憶した、コンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、Ｘ線画像取得のために患者を位置付けするＸ線撮像誘導システム、Ｘ線撮像
システム、Ｘ線画像取得のために患者の関心領域の位置付けを誘導する方法、並びにコン
ピュータプログラム要素及びコンピュータ可読媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線撮影では、患者の位置付けは、例えば最小被曝量の要件が不可欠である。患者の関
心領域、例えば特定の臓器や、足や手等の四肢の特定の領域が配置され、オペレータによ
って位置付けされる。関心領域は、Ｘ線放射が、可能な限り一方の手の関心領域をカバー
しつつ、他方の手に不要な放射線、すなわち関心領域に属していない領域を通じて放射さ
れる放射線で患者が被曝することを回避するように配置される。ここで、例えば、光投影
によって、Ｘ線放射の中心点が示されるようにしており、投影装置が、Ｘ線源に取り付け
られており、Ｘ線放射によって放射又は照射された被写体、例えば患者の表面領域を可視
化するようにされている。中心点に加えて、コリメートされた光は、Ｘ線が放射される領
域が、オペレータに可視化されるように投影される。オペレータは、次に、特定のニーズ
に応じて患者を位置付けする。特許文献１では、Ｘ線システムにおける撮像パラメータの
スケジュールについて説明されており、検出器の前方に位置付けされた患者の光学像が生
成され、撮像パラメータと重ね合（オーバーレイ）された状態で表示される。次に、患者
を、表示されたこのオーバーレイに従って再位置付けすることができる。しかしながら、
この特許文献１では、患者の位置付けは、オペレータにとって困難であり、時間を要し、
スタッフメンバーも、Ｘ線撮像システムの位置と、Ｘ線撮像システムの制御インタフェー
スが配置される位置との間を移動しなければならず、通常、患者に対して視覚的な接触の
みを行うための別の部屋が必要になることを示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２００６／０３８１６５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　Ｘ線画像取得のために患者の位置合わせを改善し且つ容易にする必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の目的は、独立請求項の主題によって解決され、更なる実施形態が、従属請求項
に組み込まれている。
　なお、本発明の以下で説明する態様は、Ｘ線撮像誘導システム、Ｘ線撮像システム、Ｘ
線画像取得のために患者の関心領域を誘導し且つ位置付けする方法、並びにコンピュータ
プログラム要素及びコンピュータ可読媒体にも適用されることに留意されたい。
【０００６】
　本発明の第１の態様によれば、Ｘ線画像取得のために患者を位置付けするＸ線撮像誘導
システムが提供され、このシステムは、Ｘ線検出装置と、調整可能なグラフィカル位置情
報とを含む。グラフィカル位置情報は、少なくとも標的の解剖学的構造のグラフィック表
現を含む。標的のグラフィカル位置情報は、Ｘ線検出装置との空間的関係で提供される。
標的の解剖学的構造のグラフィック表現は、決定されたＸ線画像取得について患者のそれ
ぞれの解剖学的構造の標的位置を示す。グラフィカル位置情報は、決定されたＸ線画像取
得に従って適合可能である。
【０００７】
　標的の解剖学的構造のグラフィック表現は、記憶されたモデルに基づいており、このモ
デルは、決定されたＸ線画像取得及び／又は現在の患者に適合される。
　このモデルは、患者データベースによって提供される患者データに基づいて適合するこ
ともできる。
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　外部にある身体測定装置が提供されてもよく、モデルが、これによって取得された患者
データに基づいて適合される。
【０００８】
　標的の解剖学的構造のグラフィック表現は、スタッフメンバー、例えば医療研究室の専
門知識を有する者を支援するために、決定された関心領域の解剖学的構造のアウトライン
を示すことができる。
　標的の解剖学的構造のグラフィック表現は、例えば患者自身を誘導するために、患者の
身体の少なくとも一部のアウトライン、すなわち身体の輪郭を示すことができる。
【０００９】
　例示的な実施形態によれば、可視光を投影する投影装置が提供され、標的の解剖学的構
造のグラフィック表現は、投影方向における可視光の投影として検出装置に向けて提供さ
れる。
　例示的な実施形態によれば、グラフィカル位置情報は、検出器の所定の領域を示す標的
インジケータを含んでおり、標的の解剖学的構造のグラフィック表現及び標的インジケー
タは、所定の空間的関係で提供される。
【００１０】
　さらなる例示的な実施形態によれば、患者位置付け装置が設けられており、この装置は
、患者の動きを検出する。標的の解剖学的構造のグラフィック表現は、患者の動きにリン
ク付けされている。標的インジケータが、検出器の所定の領域を示すように提供されてお
り、標的の解剖学的構造のグラフィック表現及び標的インジケータは、例えば、相互に関
連するＸ線検出装置及び患者自身のそれぞれの動きを通じて決定された空間的関係に持ち
込むことができる。
【００１１】
　さらなる例示的な実施形態によれば、Ｘ線検出装置は、Ｘ線画像取得中に放射ビームに
位置するように配置された可視表面を含む。グラフィカル位置情報が、可視表面上に提供
される。可視表面は、ｉ）検出器カバー、ｉｉ）患者支持面、又はｉｉｉ）患者当接面の
グループの少なくとも１つに提供される。
【００１２】
　別の例示的な実施形態によれば、可視表面は、適応型ディスプレイ面を含む。
　例示的な実施形態によれば、適応型ディスプレイ面には、電子ペーパコーティング構造
が設けられている。
　例示的な実施形態によれば、適応型ディスプレイ面は、発光しており、少なくとも１つ
の発光素子を含む発光層が、フォトダイオード検出層の前方に配置される。
　さらなる例示的な実施形態によれば、発光素子及びフォトダイオード検出素子が、混合
層としてインターレースパターンで配置されている。
【００１３】
　さらなる例示的な実施形態によれば、少なくとも１つの発光素子は、有機発光ダイオー
ド（ＯＬＥＤ）として提供される。
　ある例によれば、検出層には、有機材料が提供されている。例えば、発光素子がＯＬＥ
Ｄを含む混合層の場合には、検出器セルには、同様に、有機素子が設けられている。
　ある例によれば、適応型ディスプレイ面には、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）コーテ
ィング構造が設けられている。
【００１４】
　例えば、アクティブ・ディスプレイであるＯＬＥＤ装置は、診察室内の照明コンセプト
に統合できるようなアクティブ光源である。ＯＬＥＤ装置は、例えば、コントラストを向
上させることができ、こうして、患者に対する視覚的な状況を改善する。
　さらなる例示的な実施形態によれば、少なくとも１つの発光素子は、検出装置のシンチ
レータをリセットするリセット光源として提供される。
【００１５】
　さらなる例によれば、検出器は、調整可能な発光ディスプレイ面によって提供される光
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の反射強度及び／又は投影装置からの可視光の投影を検出するように構成されている。Ｘ
線撮像誘導システムは、被写体の位置付けを行った後で、実視野を決定するようにさらに
構成されている。例えば、実視野は、シャッタの最適設定及び／又はチューブの最適設定
のために提供される。
【００１６】
　さらなる例示的な実施形態によれば、グラフィカル位置情報は、決定されたＸ線画像取
得に関連する命令を含む。この命令は、ユーザとの相互作用のために提供される。可視表
面は、命令に基づいてフィードバックを入力するためにユーザによって起動される領域又
は部分を含む。
　さらなる例示的な実施形態によれば、グラフィカル位置情報は、Ｘ線撮像手順の間で維
持される。
【００１７】
　本発明の第２の態様によれば、Ｘ線撮像システムが提供され、このシステムは、Ｘ線源
と、上述したＸ線撮像誘導システムのいずれか１つに従った誘導システムとを含む。Ｘ線
源は、検出装置に向けてＸ線ビームを放射するように構成されている。グラフィカル位置
情報は、Ｘ線源とＸ線画像取得のための検出装置との間で患者の関心領域の位置付けを誘
導するために提供される。
【００１８】
　本発明の第３の態様によれば、Ｘ線画像取得のために患者の関心領域の位置付けを誘導
する方法が提供される。この方法は、以下のステップを含み、それは、
　ａ）調整可能なグラフィカル位置情報を提供するステップであって、グラフィカル位置
情報は、少なくとも標的の解剖学的構造のグラフィカル表現を含む、提供するステップと
；
　ｂ）標的のグラフィカル位置情報をＸ線検出装置との空間的関係で表示するステップで
あって、標的の解剖学的構造のグラフィック表現は、決定されたＸ線画像取得のために患
者のそれぞれの解剖学的構造の標的位置を示す、表示するステップと；を含む。
　グラフィカル位置情報は、決定されたＸ線画像取得、すなわち設定された又は計画され
た画像取得や画像取得手順に従って適合可能である。
【００１９】
　例示的な実施形態によれば、被写体を位置付けした後に、実視野は、調整可能な発光デ
ィスプレイ面によって提供される光の反射強度を検出することによって、又は投影装置か
らの可視光の投影を検出することによって決定される。
　例示的な実施形態によれば、決定された実視野は、グラフィカル位置情報を適合させる
ために使用され、更新された標的の解剖学的構造のグラフィック表現は、ステップａ）及
びｂ）において提供され且つ表示される。
【００２０】
　本発明の態様によれば、正確な位置付け情報は、直接的な方法、すなわちオペレータや
スタッフメンバーによってだけでなく、患者自身によって直接的に理解できるような種類
の情報が提供される。この情報は、正確な位置についての明確な感覚をユーザに与えるよ
うに解剖学的構造の画像の形態で提供される。換言すれば、位置付けのための直感的な情
報は、例えば、標的位置の正確な位置に提供される。こうして、Ｘ線ビームの中心点を示
す交差光の位置を解析する代わりに、関心領域に関連してその中心点をもたらすために、
ユーザ、すなわち患者又はオペレータは、単に患者の解剖学的構造を提供された画像に整
列させるだけである。位置情報は、検出器表面上への投影として、又は患者が検出器表面
の前方に既に配置されている場合に、患者の表面上への投影としてのいずれかで提供する
ことができる。位置情報は、例えば電子ペーパコーティングによって、検出器表面に、す
なわち検出器ハウジングの可視表面上に又は他の可視表面上に直接的に提供することがで
きる。位置情報は、Ｘ線画像取得自体には影響しないような態様で提供されるので、位置
情報は、画像取得手順を通じて提供することができる。こうして、オペレータは通常２つ
の部屋の間に設けられた窓を通じた視覚的なフィードバックにより、制御室に存在してい
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ても、正確な位置付けを制御することができる。当然のことながら、カメラも、ある部屋
から隣の部屋にそれぞれのビューを提供するために設置されており、そのビューは、モニ
ターに表示される。画像取得を通して利用可能な位置情報は、正確な位置付けを改善し、
こうして不要な画像を取得するのを回避するのに役立つ。
【００２１】
　本発明のさらなる態様によれば、Ｘ線検出装置は、自動曝露制御装置と、それぞれの自
動露光制御（ＡＥＣ）装置、例えばＡＥＣチャンバを示す位置情報とを有する。例えば、
患者の肺モデル及びＡＥＣチャンバは、互いに最適に配置されており、こうして、例えば
患者の背中に表示される。別のモードでは、ＡＥＣチャンバの位置は、それらＡＥＣチャ
ンバの位置を示すように、患者に表示される。さらに、患者の解剖学的構造は、例えば、
肺のアウトラインとしてディスプレイされる。これによって、例えば、患者及び独立した
ディスプレイを追跡するカメラによって、すなわち、ＡＥＣチャンバのディスプレイとは
独立したディスプレイによって達成することができる。オペレータ又はユーザは、次に、
ＡＥＣチャンバが解剖学的構造ディスプレイ内に十分に配置されるように、患者を位置付
けしなければならない。
【００２２】
　本発明のさらなる態様によれば、患者の位置付けは、標的の解剖学的構造が測定チャン
バの前方に配置されるように促進され、可能な限りコリメートされて、同程度の診断品質
、特に、後続の検査を達成する。オペレータのために位置付けを容易にすることに加えて
、標的の位置情報を使用して、患者自身又は患者に関係する人々が、例えば新興市場で、
位置合わせを行うことができるようにする。こうして、いくつかの種類の検査について、
患者を整列させることができ、非常に高いスループットで撮影することができる。
【００２３】
　さらなる態様によれば、位置付けステップや曝露（被曝）ステップを通じて、患者又は
オペレータを誘導するために、いくらかのダイアログ又はフィードバックを含む有益情報
を提供することが可能である。位置付けは、検査される患者に一目瞭然にされ、命令は、
表面の特定の領域をクリック又はポイントすることによって質問に答えるように提供され
、こうして、インタラクティブな（対話式の）フィードバックを患者に提供する。
【００２４】
　本発明のこれらの態様及び他の態様が、以下に説明する実施形態を参照することで明ら
かになり且つ解明される。
　本発明の例示的な実施形態は、以下の図面を参照しながら以下で説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明に係るＸ線画像取得について、患者を位置付けするＸ線撮像誘導システム
の例示的な実施形態を示す。
【図２】本発明に係るＸ線撮像誘導システムのさらなる例示的な実施形態を示す。
【図３】本発明に係るＸ線撮像システムの例示的な実施形態において、本発明に係るＸ線
撮像誘導システムのさらなる例示的な実施形態を示す。
【図４】本発明に係るＸ線撮像誘導システムを含むＸ線撮像システムのさらなる例示的な
実施形態を示す。
【図５】本発明に係るＸ線撮像誘導システムのさらなる例示的な実施形態を示す。
【図６】本発明に係るＸ線撮像誘導システムを含むＸ線撮像システムのさらなる例示的な
実施形態を示す。
【図７】本発明の例示的な実施形態に係るＸ線撮像誘導システムのＸ線検出装置を示す。
【図８】本発明に係るＸ線検出装置の他の例を示す。
【図９】本発明に係るＸ線検出装置のさらに他の例を示す。
【図１０】本発明に係るＸ線検出装置の別の例示的な実施形態を示す。
【図１１】本発明に係るＸ線検出装置の他の例を示す。
【図１２】本発明に係る発光構造体の例を示す。
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【図１３】本発明に係る発光構造体の他の例を示す。
【図１４】本発明の例示的な実施形態に係るＸ線画像取得について、患者の関心領域の位
置付けを誘導する方法の基本的なステップを示す。
【図１５】本発明に係る方法の別の例を示す。
【図１６】本発明に係る方法のさらに他の例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図１には、Ｘ線画像取得のために患者を位置付けするＸ線撮像誘導システム１０が示さ
れている。Ｘ線撮像誘導システム１０は、Ｘ線検出装置１２と、調整可能なグラフィカル
位置情報１４とを含む。
　グラフィカル位置情報は、少なくとも標的の解剖学的構造のグラフィック表現１６を含
む。単なる例として、人間の手のアウトラインが、標的の解剖学的構造のグラフィック表
現１６として示されている。標的のグラフィカル位置情報は、Ｘ線検出装置１２との空間
的関係で提供される。標的の解剖学的構造のグラフィック表現１６は、決定されたＸ線画
像取得について患者のそれぞれの解剖学的構造の標的位置１８を示している。グラフィカ
ル位置情報１４は、決定されたＸ線画像取得に従って適合可能である。
【００２７】
　既に上述したように、標的の解剖学的構造のグラフィック表現１６は、記憶されたモデ
ルに基づくことができ、このモデルは、決定されたＸ線画像取得及び／又は現在の患者に
適合される。このモデルは、患者データベースによって提供される患者データに基づいて
適合することができる。外部にある身体測定装置が提供されてもよく、モデルは、このよ
うな身体測定装置で取得された患者データに基づいて適合される。
　標的の解剖学的構造のグラフィック表現１６は、例えば手や足等の四肢の決定された関
心領域の解剖学的構造のアウトライン、又は内臓構造のアウトラインを示す。
【００２８】
　図２には、Ｘ線撮像誘導システム１０のさらなる例示的な実施形態が示されている。図
２には、２本の点線２２で示された可視光を投影する投影装置２０が示されている。標的
の解剖学的構造のグラフィック表現１６は、投影方向２６における可視光の投影２４とし
て検出装置１２に向けて提供されている。
　例えば、可視光の投影２４は、検出装置１２のカバー面２８に提供される。検出装置１
２及びこの構成のセットアップは、本明細書でさらに議論しないことに留意されたい。
【００２９】
　例えば、投影装置２０は、光プロジェクタ又はレーザプロジェクタを含む。投影方向が
、決定されたＸ線画像取得のためのＸ線投影方向に整列される。「整列させる」という用
語は、Ｘ線投影方向と同じである、すなわち一致するような投影方向を指す。この用語は
、Ｘ線投影方向と比較して同様のポイントで検出器や患者の身体表面にＸ線が衝突するよ
うな僅かに傾斜された投影方向を指す。
【００３０】
　図３には、Ｘ線撮像誘導システム１０のさらなる例が示されており、ここでグラフィカ
ル位置情報は、検出器の所定の領域を示す標的インジケータ３０を含む。例えば、標的イ
ンジケータ３０は、それぞれの円（サークル）３２を含むＡＥＣ装置の２つのチャンバを
示している。例えば左右の肺の形態で示される標的の解剖学的構造のグラフィック表現１
６と、標的インジケータ３０とが、所定の空間的関係で提供されている。こうして、ＡＥ
Ｃチャンバを示す２つの円（サークル）３２は、ＡＥＣチャンバが肺のそれぞれの位置に
関係するように肺の構造と組み合わせて示されており、それによって、Ｘ線の適切な自動
曝露（被曝量）制御を確実にする。
【００３１】
　標的の解剖学的構造の表現１６は、上述したように、患者が垂直方向の検出装置３４の
前方に位置付けされた場合に、例えば胸の画像取得のために、患者の身体上部上に投影さ
れるような可視光の投影２４として提供される。当然のことながら、患者がいない場合に
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は、可視光の投影２４は、検出装置３４のカバー面上に投影される。
　投影装置２０は、例えば天井から吊り下げられたＸ線源装置３６に一体的に設けられて
いる。
　グラフィカル位置情報１４は、例えばシャッター及び／又はウェッジ(wedge)によって
提供された境界３８を示すことによって、放射領域のインジケータも含んでもよい。
【００３２】
　図３に示される例によれば、標的の解剖学的構造の表現１６及び標的インジケータ３０
が、固定された関係で示されている。患者は、従って、標的の解剖学的構造の投影された
表現が、患者自身の（非可視の）肺の構造と一致するように位置付けされる。従って、患
者を、側方に移動させる、或いは例えば調節可能なスタンド（起立）面によって上下方向
にも移動させることができる。当然のことながら、検出器及び線源装置３４，３６を、高
さを調節するために垂直方向に移動させることができ、患者自身のみを、Ｘ線放射手順の
的確な位置が見つかるまで、側方に移動させることができる。
【００３３】
　図４には、Ｘ線撮像誘導システム１０のさらなる実施形態が示されているが、ここで、
標的の解剖学的構造のグラフィック表現１６と標的インジケータ３０とが、互いに固定さ
れた関係を有していない。むしろ、標的インジケータ３０は、検出器の所定の領域を示す
ように提供されたており、こうして、固定された投影として提供される。
【００３４】
　また、患者位置付け装置４０が、患者の動きを検出するために設けられている。標的の
解剖学的構造のグラフィック表現１６は、患者の動きに応じて移動する。こうして、標的
の解剖学的構造の表現１６は、患者の（不可視の）肺構造の位置を示すことになる。正確
な位置付けのために、標的の解剖学的構造のグラフィック表現１６と標的インジケータ３
０とが、Ｘ線検出装置及び／又は患者自身のそれぞれの運動や動き等によって、決定され
た空間的関係に持ち込まれる。例えば、臓器の表示は患者の変位に追従するので、ユーザ
は、ＡＥＣチャンバ、すなわち標的インジケータ３０が、標的の解剖学的構造のグラフィ
ック表現１６によって提供される解剖学的構造の表示（ディスプレイ）内に十分に配置さ
れるように患者を位置付けしなければならない。
【００３５】
　患者位置付け装置４０は、概略的にのみ示されていることに留意されたい。例えば、そ
の患者位置付け装置４０には、カメラや、患者の動きを検出する画像解析のためのそれぞ
れのソフトウエアが提供されている。別の例では、患者位置付け装置４０には、患者の動
きを検出する赤外線又は超音波センサが設けられている。患者位置付け装置４０は、図４
に示されるように、Ｘ線源装置３６と一体的に又はこの装置３６とは別個に形成されるこ
とにさらに留意されたい。標的インジケータ３０は、必ずしも上胸部の曝露のみと組み合
わされる訳ではなく、身体の内側の他の関心領域に関する他の画像取得で使用できること
にさらに留意されたい。
【００３６】
　図４では、参照符号２５は、標的インジケータ３０の投影を示しており、参照符号２７
は、標的の解剖学的構造の表現１６の別の投影を示している。
　固定された関係又は調整可能な関係のいずれかである標的インジケータ３０との組み合
わせで示される標的の解剖学的構造の表現１６は、例えば診察室の専門知識を有する者等
の、スタッフメンバーを支援する。
【００３７】
　図５には、本発明に係るＸ線撮像誘導システム１０の他の例が示されている。Ｘ線検出
装置１２は、Ｘ線画像取得中に、矢印記号４４で示される放射ビーム内に位置するように
配置された可視表面４２を含む。例えば、可視表面４２は、検出器のカバー面の可視表面
として提供されてもよい。しかしながら、他の可視表面を、例えば検出器の前方の別の表
面に提供することができる。グラフィカル位置情報が、可視表面４２上に提供される。
【００３８】
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　可視表面４２は、上述したように、例えば検出器カバー面４６として提供される。可視
表面４２は、患者支持面４８として提供してもよい（例えば、図６参照）。可視表面は、
例えば垂直方向に配置された検出器について、患者当接面５０として提供してもよい。こ
れらの検出器は、患者が、検出器の前に立っており且つ患者の動きを最小化するための当
接面５０上で当接させるように提供される。なお、用語「検出器カバー４６」は、患者の
当接に使用されないような場合、すなわち患者が検出器の前に自由に立っている場合にも
関連することに留意されたい。
【００３９】
　可視表面は、例えば、患者が寄り掛かるか横になるような患者テーブル、壁スタンドの
表面、又はそうでなければ患者が表面に触れずに立っているようなタッチ、壁スタンドの
表面を含む。可視表面は、例えば検出器ハウジングの可視表面を含む。
　しかしながら、いかなる場合でも、患者のそれぞれの解剖学的構造の決定されたＸ線画
像取得のための標的位置は、可視表面上に提供される。例えば、標的の解剖学的構造のグ
ラフィック表現１６は、可視表面４２上に提供される。
　図５に示される例は、両矢印５４で示されるように、検出器の上方及び下方への動きを
可能にする電動支持体５２に取付けられた直立式検出器を示している。図５には示されて
いないＸ線源を、実際のＸ線画像取得手順のために設けてもよい。
【００４０】
　図６には、患者支持面４８を有する患者支持体５６としてＸ線撮像誘導システム１０が
示されている。手の例として示されている標的の解剖学的構造の表現１６は、患者支持面
４８上に提供されている。また、Ｘ線光源装置５８は、患者支持面４８の上方に示されて
いる。
【００４１】
　さらなる例によれば、可視表面４２は、図７に示すような適応型ディスプレイ面６０を
含む。適応型ディスプレイ面６０として提供される可視表面４２は、例えばＸ線検出装置
１２のハウジング構造体６２の上部に配置されている。しかしながら、適応型ディスプレ
イ面６０を、ハウジング構造体６２と一体的に形成することもでき、こうして、ハウジン
グ構造の上部を形成する。
　可視表面４２は、グラフィカル・ユーザ・インターフェースとして提供されてもよい。
適応型ディスプレイ面６０は、標的の解剖学的構造のグラフィック表現１６を表示してい
る（図７にさらに示されていない）。
【００４２】
　適応型ディスプレイ面６０には、電子ペーパーコーティング構造６４を設けてもよい。
電子ペーパーは定電力源を必要としないので、システムにエネルギーが供給されていない
場合でも、情報を表示させことができる。電子ペーパーは、移動型装置に、具体的には移
動型カセットや携帯型無線検出器としてデジタルＸ線撮影において使用される検出器に適
用可能である。
　「可視表面」という用語は、実際の調整可能な層がカバー又は保護層の背後に配置され
た表面に関するものであり、保護層は、ユーザの正面にある。しかしながら、標的の解剖
学的構造のグラフィック情報は、可視可能であり、こうして、その正面側の層上に示され
る。
【００４３】
　さらなる例（図示せず）によれば、グラフィカル位置情報１４は、画像取得のステップ
と交互に用いられる方法で連続的に示されている。例えば、この位置情報は、最初に一定
の時間に亘って提供される。位置付けが完了したら、位置情報はもはや示されないが、画
像は取得される、すなわち、当然のことながら不可視である１回又は複数回の短いＸ線シ
ョットが提供される。画像取得自体が完了したら、位置情報は再び表示される。さらなる
画像取得の場合に、例えば造影剤注入の下での画像取得の場合に、これらのステップは繰
り返される。
【００４４】
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　本発明のさらなる態様によれば、グラフィカル位置情報１４は、少なくとも画像取得の
間に、好ましくはＸ線撮影手順を完了する間に維持される。例えば、グラフィカル位置情
報１４は、可視状態に維持される。グラフィカル位置情報１４は、恒久的に提供されても
よいが、ユーザがこの位置情報を認識しないような周波数で画像取得ステップで交互に提
供してもよい。例えば、検出器上の情報は、画像取得の少なくとも一部の間で維持される
。さらなる例によれば、この情報は、画像取得の少なくとも一部の間で、検出器及び患者
に投影される。さらなる例によれば、グラフィカル位置情報は、決定されたＸ線画像取得
に関連する命令６６を含む。例えば、これは単なる例として図５に示されている。命令６
６等の提供される命令の特徴が、図示される他の例に提供されており、具体的には、適応
型ディスプレイ面６０、電子ペーパーコーティング構造６４、以下で説明するような発光
構造体、図６に示されるようなグラフィカル位置情報が支持面に提供されるような変形形
態に提供されており、及び／又は図３及び図４に示した例に従ってグラフィカル位置情報
の投影と組み合わせて提供されることに留意されたい。
【００４５】
　さらなる例によれば、例えば電子ペーパーコーティング構造６４又は発光構造体の場合
に、適応型ディスプレイ面６０によって提供されるグラフィカル位置情報が、処理ユニッ
トに提供されて、示されているグラフィカルコンテンツを補正するために、コーティング
構造を較正する。情報提供及び取得画像の交互シーケンスの場合には、較正は必ずしも必
要ない。しかしながら、薄層及び多少なりとも均一な構造のため、コーティングは、最終
的な画像について容易に較正することができ、ほんのわずかの検出器光源のみを消費する
だけである。
【００４６】
　グラフィカル位置情報１４は、可視周波数で、すなわち繰り返される態様で短時間に亘
って提供してもよい。
　さらなる例によれば、命令は、ユーザとの相互作用のために提供される。可視表面４２
は、命令に基づいてフィードバックを入力するためにユーザによって起動可能にされるよ
うな領域又は部分６８を含む。
　例えば、多数の容量センサが、それぞれの表面領域６８のタッチを検出するために提供
されている。
　例えば、それぞれの命令を提供することによって位置付け手順を介して患者を誘導する
ことができる。
【００４７】
　例えば、アクティブな電子ペーパーコーティング又は発光構造体を用いて、患者の識別
を視覚化することが可能であり、特に新興市場では、それは「自分が現在Ｘ線撮影すべき
対象ですか？」の質問に対する答えを入力させることである。患者の検査情報を可視化す
ることもさらに可能である：その検査情報とは、「私は足を骨折したのでここにいる」、
「私は自分の手をどこに置くべきか？」等の標的器官（部位）のアウトライン、又は例え
ば吸気、呼気、「私は息を止めるべきか？」等特定の要件である。さらに、後続の位置付
け等のオペレータのための検査情報を提供することができる：その情報とは、「私は膝を
最後にどのように配置すべきか？」、「どのチャンバがアクティブであり、どこにあるか
？」等のＡＥＣチャンバの位置、「患者の肺はどの位大きいか？、どの様にコリメートす
べきか？」等の左右差、「左又は右の手が最初か？」等の後続の検査のためのＡＬＡＲＡ
（合理的に達成可能な限り低く）、又は「鉛ベスト？、マーカー？」等の必要な追加の備
品等である。
【００４８】
　また、例えばＬＥＤ構造を回避する、移動型検出器のバッテリ電源の残量、接続性等の
システム情報を提供することができる。また、検査数や前回の較正からの日数を提供する
ことができる。さらに、システムの位置又は幾何学的形状を提供することができる。
　患者に命令を提供することによって、本発明に従って位置付けが、一目瞭然で検査され
る患者に提供されるので、スループット速度は多くのアプリケーションについて増大させ
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ることができる。
【００４９】
　本発明によれば、インテリジェントなプリフェッチ(pre-fetching)画像及び検査サポー
トが、例えば、以前の検査の患者特有のデータや、標的の解剖学的構造の一般的なアウト
ライン、アクティブなＡＥＣチャンバ等を表示することによって提供される。システム較
正自体は、変更されないままにされる。特に電子ペーパーソリューションでは、追加の重
量やワイヤが提供されないので、取り扱いや可搬性は、変わらないままである。
【００５０】
　実装される形態に依存して、つまりどのような情報を表示するかに依存して、各検査に
ついて、取得ワークステーション（ＡＷＳ）は、患者の識別、検査種別、標的器官（臓器
）のアウトライン等を同一の通信チャネルを介して検出器に通信する。この通信チャネル
は、適応型ディスプレイ６０又は投影２２を制御する制御信号（データは、主にテクスチ
ャやベクトルグラフィックであり、従ってサイズが小さい）のために使用される。
【００５１】
　本発明の別の実施例によれば、例えば、図３及び図４に示されるようなＸ線源３６、又
は図６に示されるようなＸ線源５８等のＸ線源７２を含むＸ線撮像システム７０が提供さ
れる。また、上述した実施例のうちの１つに係る誘導システム１０が提供される。例えば
、Ｘ線撮像システム７０は、異なる実施形態で図３、図４及び図６に示されている。
【００５２】
　Ｘ線源７２は、検出装置に向けてＸ線ビームを放射するように構成されており、グラフ
ィカル位置情報１４は、Ｘ線画像取得のために、Ｘ線源７２と、検出装置例えば検出装置
１２との間で患者の関心領域の位置付けを誘導するように提供される。
　例えば、追跡装置（更に図示せず）が、Ｘ線システム構成要素の位置を追跡するために
提供されており、投影装置が固定されている。投影は、Ｘ線システムの放射方向に従って
適合される。
　さらなる例によれば、適応型ディスプレイ面は、既に上述したような、発光する。
【００５３】
　図８に示すように、少なくとも１つの発光素子を含む発光層７４が、フォトダイオード
検出層７６の前に配置されている。図８では、シンチレータ７８が、フォトダイオード検
出層のための支持構造体８０として同様に示されている。シンチレータ７８は、発光層７
４の背後であって、当然のことながらフォトダイオード検出層７６の前に配置することが
できる。フォトダイオード検出層及び支持（又は取付）構造体８０が、検出器８２の一部
を形成する。
　さらなる例によれば、図９に示されるように、発光層７４は、シンチレータ７８の背後
に配置されており、シンチレータ層７８としても参照される。
【００５４】
　さらなる例によれば、図１０に示されるように、発光機能及び検出機能のために２つの
異なる層を用いる代わりに、例えば支持構造体８０に装着され又は取り付けられる混合層
８４が提供される。混合層８４は、発光素子８６とフォトダイオード検出素子８８とを含
んでおり、これらの素子は、混合層８４を形成するために、インタレースパターン９０と
して配置されている。例えば、シンチレータ７８は、図面に示されるように、混合層８４
の前に配置されている。
【００５５】
　シンチレータ層７８を発光素子の前に、すなわち、実際の適応型ディスプレイ面の前に
設けた場合に、適応型ディスプレイ面は、実際にはこの装置の前面を形成していないが、
シンチレータ層は、発光層の放射された波長について少なくとも部分的に透明であり、こ
うしてユーザに光を見えるようにする。
【００５６】
　有機材料の使用に関して、上述した機能の融合は、例えば可撓性フォイル又はガラス等
の透明基板上に、例えばＴＦＴ読出及び／又はアクティブなＴＦＴ制御素子が設けられた
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マトリクス構造として提供される。有機材料との関係における重要な特徴として、フォト
ダイオードの上部の有機ＥＬの多少なりとも透明で薄い機能層は、依然としてＸ線画像の
取得を可能にしながら、グラフィック情報を提供するような追加機能を提供する。検出器
に対する有機ＥＬ層を介して得られた感度が、依然として十分に良好であり、また、（検
出器用の）読み出しＴＦＴ及び（ＬＥＤ用）制御ＴＦＴのレイアウトが、同じアクティブ
領域を有するように整列させることができ、次に、放射／検出用の領域を同じアクティブ
領域に整列させることができる。両方の構造体の上部のシンチレータ層は、上述したよう
に、発光層から放射された波長について少なくとも部分的に透明でなければならない。デ
ィスプレイの空間分解能（及び明度）は、中央層の特性によって制限される。しかしなが
ら、システム内の波長シフターを使用することによって、シンチレータの吸収に関して、
放射及び検出効率を最適化することができる。フォトダイオードの分光感度及びＬＥＤデ
ィスプレイの発光波長のデザインは、最小干渉について最適化することができ、又は最適
化されたリセット機能についても最適化され、さらにアクティブな「修正照明」によって
高度な較正及び補正方法についても最適化される。波長選択は、それぞれの有機材料の用
途に依存するであろう。
【００５７】
　さらなる例によれば、図示されないが、少なくとも１つの発光素子が、検出装置のシン
チレータ層、例えばシンチレータ７８についてリセット用光源として提供される。こうし
て、例えばＸ線放射及び検出素子による各信号の検出の後で、シンチレータをリセットす
ることが可能になる。
　リセット光源、すなわち発光素子（複数可）を、シンチレータの前方に又はシンチレー
タの背後に設けてもよい。「～の前（方）に」又は「～の背後に」という用語は、Ｘ線源
から検出器に向けてのＸ線放射の方向に関連していることに留意されたい。
【００５８】
　発光層７４が、シンチレータ７８の背後に配置される場合には、検出素子への周囲光の
結合は、検出素子の前にフィルタ装置を設けることによって阻止される。例えば、図１１
に示されるように、遮蔽層９２が、シンチレータ層７８の前方に設けられており、包囲ハ
ウジング９４が、それぞれの積層の周囲に配置されている。
　さらなる例によれば、適応型ディスプレイ面には、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）の
コーティング構造が設けらている。ＯＬＥＤ構造は、例えば、特に調節可能な支持体に取
り付けられ且つ接続された検出器のために使用することができる。
【００５９】
　ある例によれば（更に図示せず）、少なくとも１つの発光素子が、有機発光ダイオード
ＯＬＥＤとして提供される。例えば、発光層７４は、ＯＬＥＤ層として提供される。
　しかしながら、別の例によれば、少なくとも１つの発光素子は、従来のＬＥＤとして提
供されてもよい。
【００６０】
　さらなる例によれば、図１２に示されるように、任意の種類のバックグラウンド光源９
６が提供されており、透光開口部９８が、検出器表面に、すなわち支持構造体８０及びフ
ォトダイオード検出層７６に提供されている。こうして、少なくともいくつかの位置につ
いて、光ビーム１００が投影され、ユーザに見えるようになり、グラフィカル位置情報が
複数形成される。
　光開口部は、表示される情報に適合させるために、制御可能に提供することができる。
また、代替的又は追加的に、光源が、ディスプレイ面の少なくともいくつかの部分につい
て制御可能又は切り替え可能に設けられてもよい。
【００６１】
　さらなる例によれば、図１３に示されるように、少なくとも１つの発光素子は、光源１
０４から検出層７６に又は検出器カバー等の検出器の前方の表面（更に図示せず）に到達
させる導光素子１０２の配列によって提供してもよい。
　この導光素子には、ディスプレイ面内での光の出力を調節するために制御可能な素子を
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設けてもよい。さらに、代替的に又は追加的に、光源には、それぞれ制御可能な素子を設
けてもよい。
【００６２】
　例えば、検出素子８８はアレイ構造として提供されており、図１２に示されるような開
口部やガラスファイバ製テーブル等の光伝送素子１０２の端部を含む発光素子８６は、光
パターンとして提供されており、ここで、この光パターンは、アレイ構造とは異なる。例
えば、アレイ構造は、はるかに多数の像点（image point）をカバーしており、こうして
より大きなグリッド構造を有する光パターンは、より小さい分解能の光素子、すなわち、
検出素子のポイントと比較してより少ない数の光のポイントを提供する。
【００６３】
　例えば、ＯＬＥＤは基板にプリントされる。こうして、連続的な発光層が、例として図
８及び図９に説明されるように、近接した基材上にプリントするときに、Ｘ線を透過する
ように提供される。
　さらなる例によれば、図１０に関連して原理を説明したように、ＯＬＥＤ及びフォトダ
イオード検出素子は、インターレース配列で基板上にプリントされる。
【００６４】
　さらなる例によれば、検出器は、調整可能な発光ディスプレイ面によって提供される光
の反射強度及び／又は投影装置からの可視光の投影を検出するように構成される。誘導シ
ステムは、被写体を位置付けした後で、実視野を決定するようにさらに構成される。例え
ば、実視野は、シャッタの最適設定及び／又はチューブの最適設定のために提供すること
ができる。
【００６５】
　図１４には、Ｘ線画像取得のために患者の関心領域の位置付けを誘導する方法２００が
示されている。提供するステップ２１０において、調整可能なグラフィカル位置情報が提
供される。グラフィカル位置情報は、少なくとも標的の解剖学的構造のグラフィック表現
を含む。また、表示するステップ２２０において、標的のグラフィカル位置情報は、Ｘ線
検出装置との空間的関係で表示される。標的の解剖学的構造のグラフィック表現は、決定
されたＸ線画像取得について患者のそれぞれの解剖学的構造の標的位置を示す。グラフィ
カル位置情報は、決定されたＸ線画像取得に従って適合可能である。
　提供するステップ２１０は、ステップａ）として参照され、表示するステップ２２０は
、ステップｂ）として参照される。
【００６６】
　さらなる例（更に図示せず）によれば、ステップｂ）において、標的の解剖学的構造の
グラフィック表現は、投影方向における可視光の投影として検出装置に向けて提供される
。
　さらに別の例（さらに図示しない）によれば、ステップｂ）において、グラフィカル位
置情報は、適応型ディスプレイ面によってＸ線検出装置の可視表面上に提供される。
　さらなる例では、可視光の投影及び調節可能なディスプレイ面の組み合わせが、例えば
プロジェクタ、電子ペーパ及び／又は発光面の組み合わせで提供される。
【００６７】
　上述したように、適応型ディスプレイ面は、発光することができる。こうして、さらな
る例によれば、ステップｂ）において、グラフィカル位置情報は、発光層によって、フォ
トダイオード検出層の前方に配置される少なくとも１つの発光素子で提供される。さらな
る例では、ステップｂ）において、グラフィカル位置情報は、インターレースパターンで
配置された発光素子によって、混合層としてのフォトダイオード検出素子で提供される。
　方法のさらなる例によれば、画像取得の前に、検出装置のシンチレータは、少なくとも
１つの発光素子によってリセットされる。
【００６８】
　さらなる実施例によれば、図１５に示されるように、被写体の位置付け２３０の後で、
実視野２３２は、調整可能な発光ディスプレイ面によって提供される光の反射強度、又は
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投影装置から可視光の投影を検出すること２３４によって決定される。こうして、実視野
２３２の知見は、点線矢印２３６で示すように、さらなる目的のために提供されてもよい
。
　図１６に示されるように、決定された実視野２３２は、グラフィカル位置情報を適合す
るために使用される２３８。こうして、更新された標的の解剖学的構造のグラフィック表
現は、ステップａ）及びｂ）に提供され且つ表示される。
【００６９】
　例えば、グラフィカル位置情報のユーザへの表示及び実視野の検出／判定は、交互切替
方法、すなわちシーケンスで提供されてもよく、これは十分に高速なときに、ユーザには
表示されない（不可視）の方法で提供されてもよい。ユーザは、こうして、提供された位
置情報の継続的な適合及び改良のみに気付くことになる。関心実視野として参照されるこ
とのある実視野の知見は、利用可能な場合に、Ｘ線照射量を最小化するために、チューブ
設定を最適化するために、又はシャッタ装置を最適化するために使用することもできる。
　また、上述したような位置情報の適合を含むディスプレイ位置付け情報及び画像取得の
組み合わせが、シーケンシャルな方法で提供される。
【００７０】
　本発明は、こうして、オペレータ又は患者のいずれかを、Ｘ線画像取得のために患者の
関心領域の位置に誘導することを支援する。例えば、デジタルＸ線撮影で最適な画質を取
得するために、及びＡＬＡＲＡ（合理的に達成可能な限り低くする）原則を満たすために
、本発明は、Ｘ線チューブ及び検出器に対して正しい患者位置付けを提供する。また、特
に、自動曝露（被曝量）制御の検査について、患者サイズ及び肥満とは独立して検出器の
適切な照射量を実現するために、患者の解剖学的構造をＡＥＣ測定チャンバに関して正確
に配置する要件が充足される。さらに、Ｘ線ビームの最適なコリメートについて、患者の
不必要な曝露（被曝）を回避するために、Ｘ線ビームのコリメートは、標的臓器上に正確
に調整することができ、こうして、位置情報として表示される。
【００７１】
　本発明によれば、ＡＥＣチャンバインジケータによって、多くの欠点が克服される。Ａ
ＥＣチャンバの位置は、検出器自体に描画することができる。しかしながら、検出器は、
典型的には、例えば壁検査のために患者によって覆われているか、又はテーブル取得のた
めに診察台の下のトレイ内にさらに隠されているかのどちらかである。従って、訓練と経
験を必要する困難なタスクとして、ＡＥＣチャンバに関して正確な位置付けを行うことは
、本発明によって促進される。こうして、過剰な又は不足する曝露（被曝量）がもたらさ
れるようなＡＥＣ検査での位置付け誤差が防止される。こうして、本発明は、診断目的だ
けでなくＡＬＡＲＡ（合理的に達成可能な限り低くする）原則に一致させるための最適な
画像品質を目指している。
【００７２】
　さらなる利点は、例えば胸部検査の場合に、発明によって提供され、それは、例えば肺
等の標的器官は、ユーザが、投影に関して標的器官の位置が配置される箇所を推測する必
要がないように投影される。
　さらなる例によれば、チューブ／検出器の位置付けの追跡情報は、投影角度及び距離を
計算するために提供されて、グラフィカル位置情報をそれぞれ適合する。
【００７３】
　ＡＥＣチャンバに関する第１のモードによれば、ディスプレイモデルは、標的の解剖学
的構造及びその解剖学的構造に最適に置かれたＡＥＣチャンバを含み、解剖学的構造に関
するそのＡＥＣチャンバの位置が固定される。表示位置は、検出器の前方の実際のＡＥＣ
チャンバ位置にリンク付される。ユーザは、次に、臓器（器官）ディスプレイが実際の臓
器（器官）の位置に一致するように患者をシフトしなければならない。
【００７４】
　第２のモードによれば、解剖学的構造のモデル及びＡＥＣチャンバの位置が、２つの独
立したディスプレイとして表示される。ＡＥＣチャンバ位置のディスプレイは、検出器の
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位置によって固定される。標的の解剖学的構造の投影が、患者の位置のみにリンク付けさ
れる。この場合に、ユーザは、ＡＥＣチャンバのディスプレイが臓器（器官）投影に比べ
て十分に配置されるように患者を位置付けしなければならない。
【００７５】
　例えば、両方のモードを実行するために、検査の種類別に臓器の描写のためのモデルが
用意されている。各アプリケーションの平均的な解剖学的モデルが、例えば統計的形状モ
デルを介して取得される。例えば、スキャンの粒度を増大させ且つ別の患者と良好に一致
させるために、その平均的な解剖学的モデルは、様々な集団、例えば子供、大人等の患者
の年齢、例えば正常又は肥満等のＢＭＩ（体格指数）指標等の異なるモデルを導出するた
めに提供される。使用されるプロジェクタは、器官（臓器）アウトラインだけでなくＡＥ
Ｃチャンバ（使用する場合）や、例えばコリメータ位置を患者に表示するために任意の種
類とすることができる。
【００７６】
　チューブ及び検出器の既知の位置及び向きから、投影形状を導出する又は投影形状を適
合することが可能である。標的のアウトラインは、それらアウトラインが、検出器上で、
診察台で、又は患者自身に正しく表示されるように変形される。最後に、オペレータは、
患者の位置付けをサポートするためにアウトラインの表示を切り替えることができる。
【００７７】
　患者の寸法を記録できるシステムを使用する場合に、本発明の例示的な実施形態によれ
ば、第１のモードでは、平均的な標的の解剖学的構造モデルが、ＡＥＣチャンバに従って
最適に配置される。これによって、患者位置付けのためのテンプレートが形成される。Ａ
ＥＣを用いずに画像取得するために、標的臓器のアウトラインのみが、良好な取得要件を
満たすために、且つ標準化された高画質を達成するために、投影される。このモードでは
、システムは、患者の寸法を記録することができるが、位置は義務的なものではない。利
用できない場合に、システムは、ユーザによって入力された患者データ（年齢、サイズ、
体重）を使用して、患者に適合した解剖学的構造モデルを選択し、そのモデルを正しく投
影することができる。外部システムが、患者の身体特徴を測定するために利用可能である
場合に、解剖学的構造の投影は、より正確になる。このようなシステムの例は、例えば、
体重計、高さ測定器を含むことができる。
【００７８】
　第２のモードでは、ＡＥＣチャンバの投影は固定されるが、解剖学的構造の投影モデル
は患者の位置にリンク付される。患者の位置をリアルタイムで登録できる外部システムが
提供される。このようなシステムの例は、２つの異なる位置からのシーンを登録する２つ
のビデオカメラを含むことができる。患者の高さ、幅、及び厚さが、次に自動的に登録さ
れて、患者に投影される器官（臓器）モデルを調整する。患者位置は、標的の下部器官（
臓器）の位置で、患者の皮膚にモデルを投影するために、カメラによって追跡される。
【００７９】
　本発明の別の例示的な実施形態では、コンピュータプログラム又はコンピュータプログ
ラム要素は、適切なシステムで、上述した実施形態の１つに係る方法のステップを実行す
るように適合されることによって特徴付けられるように提供される。
　コンピュータプログラム要素は、従って、本発明の実施形態の一部を構成するような、
コンピュータユニットに格納してもよい。この演算ユニットは、上述した方法のステップ
を実行するか、又はこのステップの実行を誘導するように適合されてもよい。また、その
演算ユニットは、上述した装置の構成要素を作動させるように適合されてもよい。演算ユ
ニットは、ユーザの命令を自動的に動作させる及び／又は実行するように適合することが
できる。コンピュータプログラムは、データプロセッサの作業メモリ内にロードされても
よい。データプロセッサは、こうして、本発明の方法を実施するために実装してもよい。
【００８０】
　本発明のこの例示的な実施形態は、本発明を開始から直ぐに使用するコンピュータプロ
グラム、及びアップデートによって、本発明を使用するプログラムに既存のプログラムを
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　さらに、コンピュータプログラム要素は、上述した方法の例示的な実施形態の手順を充
足するために必要な全てのステップを提供してもよい。
【００８１】
　本発明の別の例示的な実施形態によれば、ＣＤ－ＲＯＭ等のコンピュータ可読媒体が提
示されており、このコンピュータ可読媒体は、コンピュータプログラム要素が、上述した
ように記憶されたコンピュータプログラム要素を有する。
　コンピュータプログラムは、光記憶媒体等の適切な媒体や、他のハードウェアと一緒に
又はこのハードウェアの一部として提供される固体状態媒体に保存され及び／又は分散さ
せることができ、インターネットや、他の有線又は無線通信システム等を介して他の形態
で配布してもよい。
【００８２】
　しかしながら、コンピュータプログラムは、ワールドワイドウェブ等のネットワークを
介して提示してもよく、このようなネットワークからデータプロセッサの作業メモリ内に
ダウンロードすることができる。本発明の別の例示的な実施形態によれば、コンピュータ
プログラム要素をダウンロードさせるような媒体が提供され、コンピュータプログラム要
素は、本発明の前述した実施形態のいずれかに従った方法を実行するように構成される。
【００８３】
　本発明の実施形態は、様々な主題を参照して説明していることに留意されたい。特に、
いくつかの実施形態は、方法クレームを参照して説明しているが、他の実施形態は、装置
クレームを参照して説明している。しかしながら、当業者は、上述した及び以下の説明か
ら、他に注記しない限り、あるタイプの主題に属する特徴の組み合わせに加えて、異なる
主題に関する特徴同士の間の任意の組み合わせが、本出願に開示されていると考えると推
測するだろう。しかしながら、全ての特徴を組み合わせることによって、特徴の単なる総
和より多くの相乗効果を提供することができる。
【００８４】
　本発明は、図面及び前述の説明において詳細に図示及び説明してきたが、このような図
示及び説明は、単に図示又は例示と考えるべきであり、限定的なものではない。本発明は
、開示された実施形態に限定されるものではない。開示された実施形態に対する他の変形
形態は、図面や、明細書の開示、及び従属請求項の検討から、特許請求の範囲に記載され
た発明を実施する当業者によって理解され及び達成することができる。
【００８５】
　請求項において、単語「備える、有する、含む(comprising)」は、他の要素やステップ
を除外するものではなく、不定冠詞「１つの(a,an)」は、複数を除外するものではない。
単一のプロセッサ又は他のユニットは、請求項中に列挙されるいくつかのアイテムの機能
を充足してもよい。特定の手段が相互に異なる従属請求項に記載されているという単なる
事実は、これらの手段の組み合わせが有利に使用できないことを示すものではない。請求
項における任意の参照符号は、特許請求の範囲を制限するものと解釈すべきではない。
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